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調節池等の設置に係る計画フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 放流点より下流へ向かって、順次下式により任意の地点におけるピーク流量の増加率∆Q を

算出する。このとき、下流へ向かうに従って∆Q の値は減少していき、ある地点で∆Q＜1%と

なる（図中 P5）。このような場合に、流入地点（図中 P1）からその地点直上流の地点（図中

P4）までを調査範囲として設定する。 

∆Q = Q ’30/ Qo30 - 100 (%) 

Q ’30：開発中及び開発後の 30 年確率で想定される雨量強度における無調節のピーク流量 

Qo30：開発前の 30 年確率で想定される雨量強度におけるピーク流量 
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1%以上増加となる範囲

を調査範囲に設定※1 

河川への放流点において、開発

後の 1/30洪水ピーク流量が開発

前に対して 1%以上増加 

 
調査範囲内に開発後の 1/30洪水

ピーク流量を流下させることが

できない地点がある 

開発行為による影響を最も

強く受ける地点の選定※2 

洪水調節不要 

洪水調節必要 

⇒当該地点での開発後の 1/30 及び 1/n

洪水ピーク流量を、それぞれ開発前

の 1/30 及び 1/n 洪水ピーク流量の値

まで調節 

洪水調節必要 

⇒当該地点での開発後の 1/30 及び 1/3

洪水ピーク流量を、それぞれ開発前

の 1/30 及び 1/n 洪水ピーク流量の値

まで調節 

YES 

YES 

NO 

NO 

NO 

NO 

参考資料１ 

 
放流点下流の地点において開発

後の 1/3 洪水ピーク流量を流下

させることができない 

 
当該地点における流下能力（1/n

洪水ピーク流量相当）が開発前

の 1/3 洪水ピーク流量以上 
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※2 調査範囲内の 30 年確率で想定される雨量強度における開発中及び開発後のピーク流量を流

下させることができない各地点において、それぞれ開発前の 30 年確率で想定される雨量強

度におけるピーク流量を超えない洪水調節池等からの放流量を算定し、当該放流量が最小と

なる地点を「開発行為による影響が最も大きい地点」（以下「当該地点」という。）として選

定する。 

   ただし、前述で選定した地点に比べ流下能力が著しく小さい地点が存在する場合（各地点

においてｎ年確率で想定される雨量強度におけるピーク流量を流下させることができるとき

に、ｎが最小となる地点）には、その地点も当該地点として選定する。 

 

 

 

【補足】  

山形県調節池等設置基準 １の(5) 及びこのフローについては、「開発行為の許可基準等の運

用について」（令和 4 年 11 月 15 日付け４林整治第 1188 号林野長官通知） 

https://www.rinya.maff.go.jp/j/tisan/tisan/con_4.html 

（林野庁ホームページ > 分野別情報 > 保安林制度・治山事業・林地開発許可制度 > 林地開発許可制度）  

 の 

「別紙 第２の７ 災害を発生させるおそれに関する事項－洪水調節池等の設置等」、 

「別紙 第３ 水害を発生させるおそれに関する事項」及び 

「別記３ 洪水調節池等の設置に係る計画例」 

を参考に整理している。 

詳細については、当該「開発行為の許可基準等の運用について」を参照。 

 

 

 

∆Q2= 1.2% 

∆Q5= 0.9% 

∆Q3= 1.1% 

∆Q4= 1.0% 

調査範囲 
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∆Q1= 1.3% 

開発地 

：P4に係る流域 
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「開発行為の許可基準等の運用について」（抜粋）１／５ 
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「開発行為の許可基準等の運用について」（抜粋）２／５ 
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「開発行為の許可基準等の運用について」（抜粋）３／５ 
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「開発行為の許可基準等の運用について」（抜粋）４／５ 
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「開発行為の許可基準等の運用について」（抜粋）５／５ 

 

 

 

 

 


